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少人数・やむを得ない事情で日程変更、または中止させていただく場合がありますのでご了承ください。

パナソニック エレクトリックワークス創研株式会社
電材・住建営業推進センター　電材営業推進グループ 06-6908-6764TEL.

円（税込11,000円）／名10,000受講料

お申し込み方法につきましては、裏面をご覧ください

2025 年

11月29日（土）
講習会

労働安全衛⽣規則改正

申込締切：11月19日（水）

パナソニック エレクトリックワークス創研株式会社 本社会議室会   場

　※受付 8:30 ～9:00 ～ 12:30

日  程

★安全衛生教育手帳を発行します。既に手帳をお持ちの方はご持参ください。

職場の熱中症対策が義務化されました
近年、猛暑の影響により職場での熱中症による死傷者が急増しています。
令和 6 年（2024 年）には、職場での熱中症による死傷者数が 1,257 ⼈（うち死亡 31 ⼈）に達し、
前年から約 14％増加しました 。この深刻な状況を受け、2025 年 6 ⽉ 1 ⽇より「労働安全衛⽣規則」が
改正され、⼀定の作業環境下において熱中症予防対策が企業の法的義務となり、罰則規定も設けられました。

熱中症対策は、
企業の存続と従業員の命と健康を守る経営課題です
職場における熱中症対策は、従業員の安全と健康を確保するだけでなく、企業名の公表や
⾏政指導の対象となる可能性もあるため、事業の継続性や企業の社会的信⽤に直結する
極めて重要な取り組みです。

専⾨講師による労働衛⽣教育の活⽤
専⾨講師による労働衛⽣教育を導⼊することで、管理責任者や従業員に対して、
熱中症に関する正しい知識と具体的な予防・対応策を効果的に周知できます。
これにより、現場でのリスク対応⼒が向上し、事故・重篤化の未然防⽌につながります。
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講習当日

・申込締切︓11 ⽉ 19 ⽇（⽔）17:00
　定員になり次第、当社ホームページでお知らせします。締め切り以降のお申し込みは、お電話でご相談ください。

お申し込み

お客様のご都合で参加できなくなった場合でも、お振り込みいただきました受講料はご返金できませんので
あらかじめご了承ください

・お申し込みの際に記載いただいたメールアドレスへ
　受講案内（支払い方法・会場地図・当日の持ち物）を送信します

■ カリキュラム

パナソニック エレクトリックワークス創研株式会社
電材・住建営業推進センター　電材営業推進グループ 06-6908-6764TEL.

・安全衛生教育手帳を発行します。既に手帳をお持ちの方はご持参ください

受講料のお支払い
・受講料をご案内期日までに指定口座へお振り込みください（振込手数料はお客様ご負担でお願いします）

・尚、土日祝日は定休日となりますので、受講案内は翌営業日の送信となりますのでご了承ください

こちらから

①パナソニック エレクトリックワークス創研のホームページへアクセス

②TOPページのメニュー「電材業界支援」をクリック

https://panasonic.co.jp/ew/pewbct/d-connect

または、 TOP ページ①
②

■ 受講までの流れ

受講案内


